
第１号様式（第２条関係） 

 

 

 

選 挙 公 報 掲 載 申 請 書 

 

 

    年  月  日執行の       選挙の選挙公報に、泉崎村選挙公報の発行

に関する条例第３条第１項の規定に基づき掲載を申請します。 

 

 

      年  月  日 

 

 

泉崎村選挙管理委員会委員長 

 

 

候補者             ㊞ 

 

 

記 

 

１ 掲載文    ２通（別添のとおり） 

 

２ 写 真    ２枚（別添のとおり） 

 

３ 連絡先  氏 名 

 

       住 所 

 

       電 話 

 

 

 

注意 １ 掲載文は、委員会が交付する用紙に記載すること。 

   ２ 写真は、選挙期日前６月以内に撮影した無帽、単身、正面、上半身、無背景、白

黒、縁無しで縦約 7.0cm、横約 6.5cmの寸法のものを添付すること。 



第２号様式（第２条関係） 

記 

載 

欄 

写 

真 

欄 

氏 

名 

欄 

                  年  月  日執行 

                           選挙 

選挙公報掲載文原稿用紙 

 

 

注意 

１ ※印の欄については、候補者は記入しないでください。 

 ２ 写真は、写真欄にはらないで提出してください。 

 ３ 氏名欄に記載する候補者の氏名は、当該選挙の選挙長が認定した通称があるときは、

その通称を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※受付日時 月  日  時  分 

※掲載順序  

候補者氏名  

住   所  

電 話 番 号  

41 

96 

 

 

142 

80 

見 本 

33 

33 

117 

150 



第２号様式（第２条関係） 

 

 
 

年  月  日執行 

                           選挙 

選挙公報掲載文原稿用紙 

 

 

注意 

１ ※印の欄については、候補者は記入しないでください。 

 ２ 写真は、写真欄にはらないで提出してください。 

 ３ 氏名欄に記載する候補者の氏名は、当該選挙の選挙長が認定した通称があるときは、

その通称を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※受付日時 月  日  時  分 

※掲載順序  

候補者氏名  

住   所  

電話番号  

提出用 



第２号様式（第２条関係） 

 

 
 

年  月  日執行 

                           選挙 

選挙公報掲載文原稿用紙 

 

 

注意 

１ ※印の欄については、候補者は記入しないでください。 

 ２ 写真は、写真欄にはらないで提出してください。 

 ３ 氏名欄に記載する候補者の氏名は、当該選挙の選挙長が認定した通称があるときは、

その通称を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※受付日時 月  日  時  分 

※掲載順序  

候補者氏名  

住   所  

電話番号  

提出用 



第３号様式（第６条関係） 

 

 

 

選挙公報掲載文修正（掲載写真取替）申請書 

 

 

                     掲載文を修正 

     年  月  日に申請した選挙公報        したいので、 

                     掲載写真を取替え 

掲載文 ２通 

      を添えて申請します。 

写 真 ２枚 

 

 

      年  月  日 

 

 

 泉崎村選挙管理委員会委員長 

 

 

候補者             ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第６条関係） 

 

 

 

選挙公報掲載申請撤回申請書 

 

 

     年  月  日に行った選挙公報の掲載申請を撤回したいので申請します。 

 

 

      年  月  日 

 

 

 泉崎村選挙管理委員会委員長 

 

 

候補者             ㊞ 

 

 

 

 

 


